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１．はじめに
　本稿は、欧州各国の知的財産制度について、複数
回に分けて紹介するものである。今回は、イタリア
の知的財産制度のうち、特許制度、実用新案制度を
中心に解説する。

２．総論
　イタリア知的財産法には、特許法、実用新案法、

意匠法、商標法、不正競争防止法のほか、地理的及
び原産地表示、半導体集積回路の回路配置、植物新
品種などに関する法律が規定されている。
　イタリアの特許法の歴史を遡ると、世界最古の成
文特許法である「ベネツィア特許法」が1474年に公
布されている。この法律は、新規で独創的な発明を
10年間、保護することの他、特許登録制度、特許侵
害者への罰則などが規定されていた。イタリア国全
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